
名倉グラウンド 施設概要 

■ 概  要 

所 在 地 〒252-0187 相模原市緑区名倉 1000 番地 1 

電話番号 042-687-4782 

交  通 JR 藤野駅からバス「名倉入口」下車徒歩 15 分 

運営形態 指定管理 

■ 施設内容 

（１） 公園種別等 

ア 管理面積 ５６，２７５㎡ 

イ 開設年 １９８４年（昭和５９年） 

（２）全体の概要 

施設名称 施 設 種 類 

施設全般 散策路、沈砂池及び広場全般 

修景施設 植栽 

休養施設 ベンチ・日除けテント 

運動施設 
多目的グラウンド・テニスコート・ゲートボール場・クライミングボード・

多目的室 

便益施設 便所・水飲場・時計台・足洗場・駐車場 

管理施設 

管理事務所・照明施設・柵・掲示板・受水槽・給排水設備・警報設備・放送

設備・自家用電気工作物・分電盤・掲揚台・石灰庫・器具庫・車庫・納屋・

砂場 

（３） 運動施設・駐車場について 

ア 運動施設 

区分 多目的グラウンド テニスコート ゲートボール場 多目的室 
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

ﾎﾞｰﾄﾞ 

規模・内容 

24,448 ㎡（2 面） 

1 面のみ夜間照明

施設あり 

2,817 ㎡（3 面） 

ハードコート 

夜間照明施設あり 

624 ㎡（1 面） 

夜間照明施設あ

り 

180 ㎡ 

 

高さ 6ｍ 

幅 4.5ｍ 

 

主な種目 
サッカー、軟式野

球 
テニス ゲートボール 

ダンス、

会議 
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 

申請等の 

方法 

一般使用：原則として「相模原市総合情報システム」に

よる申請受付 

利用前に

施設窓口

に利用申

請 

現在、休

止中 

専用使用：施設窓口等での申請受付 

   イ 駐車場 

規模・内容 ３６台分の駐車スペース 

 

 

 

 

 



 

■ 公園施設のうち供用期間等を設けるもの 

施設名 供用時間等 休場日等 

管理事務所 

＜運動施設の使用時間により＞ 

８時００分～２０時００分 

８時００分～２２時００分 

毎月第 4 火曜日 

年末年始（12/29～翌年 1/3） 

多目的グラウンド 

※一般使用の使用時間区分 

８時３０分～１７時００分 

＜通常＞ 

８時３０分～１０時３０分 

１０時３０分～１２時３０分 

１２時３０分～１４時３０分 

１４時３０分～１６時３０分 

＜Ｂ面のみ＞ 

１７時３０分～１９時３０分 

１９時３０分～２１時３０分 

テニスコート 

※一般利用の使用時間区分 

８時３０分～２１時３０分 

＜通常＞ 

８時３０分～１０時３０分 

１０時３０分～１２時３０分 

１２時３０分～１４時３０分 

１４時３０分～１６時３０分 

１７時３０分～１９時３０分 

１９時３０分～２１時３０分 

ゲートボール場 

※一般利用の使用時間区分 

８時３０分～２１時３０分 

＜通常＞ 

８時３０分～１０時３０分 

１０時３０分～１２時３０分 

１２時３０分～１４時３０分 

１４時３０分～１６時３０分 

１７時３０分～１９時３０分 

１９時３０分～２１時３０分 

多目的室 ８時３０分～２１時３０分 

駐車場 

＜運動施設の使用時間により＞ 

８時３０分～１９時３０分 

８時３０分～２１時３０分 

※指定管理者が必要と認める場合には、休場日や供用時間の変更が可能。ただし、休場日の変更

及び供用時間を短縮する場合には、市の承認が必要。 

 

 

 

 



■ 使用料 

施設使用料                       （令和７年８月１日現在） 

施 設 名 単        位 使 用 料 

多目的グラウンド 

半面 

２時間につき 

市民 ２，０５０円 

市民以外のもの ８，２００円 

全面 
市民 ４，１００円 

市民以外のもの １６，４００円 

テニスコート １面 
市民 １，３００円 

市民以外のもの ３，９００円 

ゲートボール場 １面 
市民 １６０円 

市民以外のもの ４８０円 

多目的室 １室 
市民 ８００円 

市民以外のもの ２，４００円 

※上野原市・八王子市に住所を有する利用者は、「公の施設の相互利用に関する協定」に基づ

き、使用料が相模原市民と同じ料金となります。 

付属設備使用料 

付属施設の種類 単 位 使用料 

夜間照明設備 

多目的グラウンド 

３０分につき 

１，２５０円 

テニスコート ２００円 

ゲートボール場 １００円 

■ 利用実績 

施設名  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

多目的    

グラウンド 

利用件数 494 件 631 件 610 件 

利用者数 13,822 人 16,373 人 16,934 人 

テニスコート 
利用件数 534 件 473 件 433 件 

利用者数 2,541 人 1,730 人 2,762 人 

ゲートボール場 
利用件数 22 件 90 件 85 件 

利用者数 666 人 580 人 1,092 人 

多目的室 
利用件数 143 件 306 件 335 件 

利用者数 1,956 人 2,935 人 3,085 人 

■ 歳入 

施設名  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

多目的    

グラウンド 

施設 685,100 円 833,875 円 905,095 円 

照明 92,500 円 102,500 円 117,500 円 

テニスコート 
施設 677,740 円 604,500 円 546,260 円 

照明 4,600 円 26,200 円 58,400 円 

ゲートボール場 
施設 3,520 円 13,360 円 15,520 円 

照明 0 円 3,750 円 0 円 

多目的室 施設 130,200 円 188,330 円 180,320 円 

■ 歳出（指定管理者） 

施設名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

名倉グラウンド 13,741,466 円 13,482,675 円 14,036,672 円 

 



■ 指定管理料 

施設名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

名倉グラウンド 12,449,870 円 13,213,000 円 13,129,685 円 

■ 使用料収入の取扱い 

有料公園施設の使用料収入は市の収入とするが、各年度において利用件数に使用料の単価（減

免が適用される場合は減免後の額）を乗じた額に相当する額を市が指定管理者に支払う。 

■ 区域図 

 

施設面積：5.6ｈａ 


